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ご
迷
惑
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お
か
け
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ご
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お
願
い
い
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し
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す
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さ
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匿
名

６４９

問合先内　容ところと　き名　称
指導室指導係
（☎０４２―３８７―９８７７）

いじめ防止条例の
策定について

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月１７日（金）
１５：００～

いじめ防止条例
検討委員会

企画政策課企画政策係
（☎０４２－３８７－９８００）

第５次基本構想・
前期基本計画の策
定について

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月１７日（金）
１９：００～長期計画審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２－３８７－９８００）

まち・ひと・しご
と創生総合戦略に
ついて　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月２０日（月）
１８：３０～

まち・ひと・し
ごと創生総合戦
略等推進委員会

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２－３８７－９８４７）

児童館事業につい
て　ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２２日（水）
９：３０～　

児童館運営審議
会

保育課保育係
（☎０４２－３８７－９８４６）

保育計画の策定に
ついて

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２２日（水）
１８：００～

保育計画策定委
員会

企画政策課企画政策係
（☎０４２－３８７－９８２６）

行財政改革の推進
について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２８日（火）
１９：００～

行財政改革市民
会議

環境政策課環境係
（☎０４２－３８７－９８１７）

環境基本計画につ
いて　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月３１日（金）
１４：００～地下水保全会議

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２－３８７－９８３６）計画等について市役所本庁舎３

階第一会議室
７月３１日（金）
１９：００～

子ども・子育て
会議

環境政策課緑と公園係
（☎０４２－３８７－９８６０）

計画骨子案につい
て

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

８月３日（月）
１４：００～

緑の基本計画策
定委員会
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、傍聴人数を制限する場合がありますので、事前に
お問い合わせください

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ 　
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月
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に
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京
都
知
事
選
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が
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わ
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ま
し
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。
小
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ま
す
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〈保険証の更新〉
　８月１日から、保険証の大きさがカードサイズに
変更となります。カードサイズの保険証（オレンジ
色）は、簡易書留で７月中旬にお送りします。新し
い保険証の有効期限は、令和４年７月３１日です。
　なお、保険証の更新にあたり、平成３１年１月～令
和元年１２月の所得（令和２年度住民税課税所得）を
基に負担区分を再判定しています。８月１日以降、
一部負担金の割合が変更になる場合がありますの
で、ご注意ください。
【一部負担金の割合について】
　本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得
が、１４５万円以上の方の一部負担金の割合は３割で
す。
　また、昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者お
よび同じ世帯の被保険者の賦課の基となる所得金額
の合計額が２１０万円以下の場合、１割負担となりま
す。
　ただし、一人世帯で収入が３８３万円未満の場合、ま
たは本人および同一世帯の被保険者（被保険者でな
い７０歳～７４歳の方を含む）の方の収入合計が５２０万円
未満の場合は、申請により１割負担となります。
　該当する方には、基準収入額適用申請書を送付し
ています。
※住民税課税所得は、「市民税・都民税納税・税額
決定通知書」の課税標準額でご確認ください

〈減額認定証・限度額適用認定証の更新〉
【①住民税非課税世帯の方へ】
　被保険者で住民税非課税世帯の方には、申請によ
り、入院時の食事代や保険適用の負担が減額される
限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
【②自己負担割合が３割の方へ】

　同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいず
れも６９０万円未満の方には、申請により、保険適用の
医療費の自己負担限度額が適用される限度額適用認
定証を交付します。

害害◇①②共通◇害害
　有効期限はいずれも７月３１日です。現在交付され
ている方で各交付条件に該当する方は、改めて申請
する必要はありません。７月末までに新しい認定証
を送付します。
■交付条件①住民税非課税世帯の方②同一世帯の被
保険者全員の住民税課税所得がいずれも６９０万円未
満の方

〈保険料均等割額の軽減特例の見直し〉
　年金収入８０万円以下などの要件を満たす方の保険
料均等割額の軽減率は法令上７割軽減ですが、平成
３０年度まで特例的に９割軽減としていました。
　この特例措置は、世代間の負担の公平等を図る観
点を踏まえ、介護保険料の軽減の強化や年金生活者
支援給付金の支給に合わせて制度本来の仕組みに戻
すこととされています。
　令和元年度から段階的に見直しが行われており、
令和２年度からは法令上の７割軽減に変わります。
　保険料が特別徴収（年金天引き）の方は、年度の
前半（４～８月）は前年度の２月の引き落とし額と
同額となり、後半（１０～２月）で年間の保険料を調
整します。引き落とし額への影響は１０月からです。
　医療保険を将来にわたり安心できる制度にするた
め、ご理解をお願いします。

害害◇全項共通◇害害
 保険年金課高齢者医療係（市役所第二庁舎２階☎
０４２－３８７－９８３４）
問

後期高齢者医療制度のお知らせ

移動販売車（キッチンカー）の
出店者を募集

　市立公園の魅力向上のため、キッチンカー
を誘致する取り組みを試行します。
 梶野公園・栗山公園
 詳しくは市ホームページをご覧ください
 環境政策課緑と公園係（☎０４２－３８７－９８６０）
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